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＜タテのカギ＞ 

① 犯罪と刑罰に関する法律のこと。 

傷害罪は○○○○第２０４条に書いてあるよ。 

③ 国の権力が立法，行政，司法に分かれていることを「○○権分立」というよ。 

④ 他人をだまして，金品をうばったりすること。振り込め○○。オレオレ○○。 

⑤ 犯罪行為を行った人。○○○○。 

⑦ 不注意によりおかした誤りや失敗のこと。交通事故の○○○割合。 

⑧ 投げ捨てること。廃棄物を不法に○○○する。 

 

 

＜ヨコのカギ＞ 

① 裁判にかけるか，かけないかを決めるのは○○○○○○。 

② 人を助けて，その務めを果たさせること。「課長を○○する。」 

⑤ 武家諸○○○は，江戸幕府が武家を統制するために定めた法令。  

⑥ 車を運転するときは，○○○○免許が必要。 

⑨ ある職務に就いている期間のこと。参議院議員の○○○は６年。 

⑩ 裁判を行うところ。地方○○○○所。 
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設問は下を見てね。 

みんな解けたかな？？ 
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クロスワードパズルの答え 


